
250

250

実 質 収 支 に 関 す る 調 書



１ 歳             入             総             額 15,052,853,941
円

２ 歳             出             総             額 14,411,952,698

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 64

　

0,901,243

４

 

翌年度へ繰り越すべき

質

財源

（１） 継続費逓次

 

繰越額 0

（２） 繰越明

　

許費繰越額 52,36

収

6,000

（３） 事故

 

繰越し繰越額 0

計 52

　

,366,000

５ 実

支

         質

 

         収

　

         支

に

          

 

額 588,535,2

　

43

６
実質収支額のう

関

ち地方自治法第２３３

 

条の２の規定
0

による

　

基金繰入額

- 251

す

 -

 　る 　調 　書

（ 一般会計 ）

区                     分 金              額



      額

１ 歳             入             総             額 901,996,852
円

２ 歳             出             総             額 895,335,642

３ 歳     入     歳     出      差     

実

 引      額 6

　

,661,210

４ 翌

 

年度へ繰り越すべき財

質

源

（１） 継続費逓次繰

 

越額 0

（２） 繰越明許

　

費繰越額 0

（３） 事故

収

繰越し繰越額 0

計 0

５

 

実         

　

質         

支

収         

 

支         

　

 額 6,661,21

に

0

６
実質収支額のうち

 

地方自治法第２３３条

　

の２の規定
0

による基

関

金繰入額

- 252 

 

-

　す 　る 　調 　書

（ 公共下水道事業特別会計 ）

区                     分 金        



     額

１ 歳             入             総             額 2,661,287,308
円

２ 歳             出             総             額 2,649,513,377

３ 歳     入     歳     出      差  

実

    引     

　

 額 11,773,9

 

31

４ 翌年度へ繰り越

質

すべき財源

（１） 継続

 

費逓次繰越額 0

（２）

　

繰越明許費繰越額 0

（

収

３） 事故繰越し繰越額

 

0

計 0

５ 実     

　

    質     

支

    収     

 

    支     

　

     額 11,7

に

73,931

６
実質収

 

支額のうち地方自治法

　

第２３３条の２の規定

関

0
による基金繰入額

-

 

 253 -

　す 　る 　調 　書

（ 国民健康保険特別会計 ）

区                     分 金         



            額

１ 歳             入             総             額 355,895,093
円

２ 歳             出             総             額 351,009,643

３ 歳     入     歳     出      

実

差      引  

　

    額 4,885

 

,450

４ 翌年度へ繰

質

り越すべき財源

（１）

 

継続費逓次繰越額 0

（

　

２） 繰越明許費繰越額

収

0

（３） 事故繰越し繰

 

越額 0

計 0

５ 実   

　

      質   

支

      収   

 

      支   

　

       額 4,

に

885,450

６
実質

 

収支額のうち地方自治

　

法第２３３条の２の規

関

定
0

による基金繰入額

 

- 254 -

　す 　る 　調 　書

（ 特定環境保全公共下水道事業特別会計 ）

区                     分 金  



       額

１ 歳             入             総             額 45,583,955
円

２ 歳             出             総             額 43,393,310

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 2,

　

190,645

４ 翌年

 

度へ繰り越すべき財源

質

（１） 継続費逓次繰越

 

額 0

（２） 繰越明許費

　

繰越額 0

（３） 事故繰

収

越し繰越額 0

計 0

５ 実

 

         質

　

         収

支

         支

 

          

　

額 2,190,645

に

６
実質収支額のうち地

 

方自治法第２３３条の

　

２の規定
0

による基金

関

繰入額

- 255 -

 　す 　る 　調 　書

（ 福祉企業センター特別会計 ）

区                     分 金       



    額

１ 歳             入             総             額 226,838,818
円

２ 歳             出             総             額 224,418,117

３ 歳     入     歳     出      差      引

実

      額 2,4

　

20,701

４ 翌年度

 

へ繰り越すべき財源

（

質

１） 継続費逓次繰越額

 

0

（２） 繰越明許費繰

　

越額 0

（３） 事故繰越

収

し繰越額 0

計 0

５ 実 

 

        質 

　

        収 

支

        支 

 

         額

　

2,420,701

６

に

実質収支額のうち地方

 

自治法第２３３条の２

　

の規定
0

による基金繰

関

入額

- 256 -

 　す 　る 　調 　書

（ 簡易水道等特別会計 ）

区                     分 金          



       額

１ 歳             入             総             額 10,704,478
円

２ 歳             出             総             額 10,154,186

３ 歳     入     歳     出      差      

実

引      額 55

　

0,292

４ 翌年度へ

 

繰り越すべき財源

（１

質

） 継続費逓次繰越額 0

 

（２） 繰越明許費繰越

　

額 0

（３） 事故繰越し

収

繰越額 0

計 0

５ 実  

 

       質  

　

       収  

支

       支  

 

        額 5

　

50,292

６
実質収

に

支額のうち地方自治法

 

第２３３条の２の規定

　

0
による基金繰入額

-

関

 257 -

 　す 　る 　調 　書

（ 介護サービス事業特別会計 ）

区                     分 金       



       額

１ 歳             入             総             額 322,145,849
円

２ 歳             出             総             額 317,810,979

３ 歳     入     歳     出      差    

実

  引      額

　

4,334,870

４

 

翌年度へ繰り越すべき

質

財源

（１） 継続費逓次

 

繰越額 0

（２） 繰越明

　

許費繰越額 0

（３） 事

収

故繰越し繰越額 0

計 0

 

５ 実        

　

 質        

支

 収        

 

 支        

　

  額 4,334,8

に

70

６
実質収支額のう

 

ち地方自治法第２３３

　

条の２の規定
0

による

関

基金繰入額

- 258

 

 -

　す 　る 　調 　書

（ 農業集落排水事業特別会計 ）

区                     分 金       



   額

１ 歳             入             総             額 2,598,284,369
円

２ 歳             出             総             額 2,554,835,318

３ 歳     入     歳     出      差    

実

  引      額

　

43,449,051

 

４ 翌年度へ繰り越すべ

質

き財源

（１） 継続費逓

 

次繰越額 0

（２） 繰越

　

明許費繰越額 0

（３）

収

事故繰越し繰越額 0

計

 

0

５ 実       

　

  質       

支

  収       

 

  支       

　

   額 43,449

に

,051

６
実質収支額

 

のうち地方自治法第２

　

３３条の２の規定
0

に

関

よる基金繰入額

- 2

 

59 -

　す 　る 　調 　書

（ 介護保険特別会計 ）

区                     分 金           



        額

１ 歳             入             総             額 264,274,879
円

２ 歳             出             総             額 261,765,081

３ 歳     入     歳     出      差   

実

   引      

　

額 2,509,798

 

４ 翌年度へ繰り越すべ

質

き財源

（１） 継続費逓

 

次繰越額 0

（２） 繰越

　

明許費繰越額 412,

収

000

（３） 事故繰越

 

し繰越額 0

計 412,

　

000

５ 実     

支

    質     

 

    収     

　

    支     

に

     額 2,09

 

7,798

６
実質収支

　

額のうち地方自治法第

関

２３３条の２の規定
0

 

による基金繰入額

- 

　

260 -

す 　る 　調 　書

（ ケーブルテレビ事業特別会計 ）

区                     分 金      



      額

１ 歳             入             総             額 222,383,101
円

２ 歳             出             総             額 220,409,137

３ 歳     入     歳     出      差     

実

 引      額 1

　

,973,964

４ 翌

 

年度へ繰り越すべき財

質

源

（１） 継続費逓次繰

 

越額 0

（２） 繰越明許

　

費繰越額 0

（３） 事故

収

繰越し繰越額 0

計 0

５

 

実         

　

質         

支

収         

 

支         

　

 額 1,973,96

に

4

６
実質収支額のうち

 

地方自治法第２３３条

　

の２の規定
0

による基

関

金繰入額

- 261 

 

-

　す 　る 　調 　書

（ 後期高齢者医療特別会計 ）

区                     分 金        
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